
 
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 拠 点 手 当 支 給 細 則 新 旧 対 照 表 
改  正  前 改  正  後 

 （前 略） 
（支給額等） 

第３条 拠点等の長は、当該拠点等の定める委員会に

おいて個々の教員の研究の業績、推進状況等につい

て審議した結果を参考にして、別表のＡからＪの区

分に決定することができる。別表のＡからＪの区分

に決定された教員に対しては、決定日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属

する月）からその区分に掲げる額を支給する。 
 

（中 略） 
（支給調書） 

第５条 拠点手当を支給するに当たっては、教員別に、

採用、昇任又は配置換等の日、第３条の教員となっ

た日、評価委員会の開催日、決定日、区分及び支給額、

支給終了日その他必要事項を記載した支給調書を作

成し、保管するものとする。 
 （後 略） 
 

 

 

別表（第３条関係） 

区 分 支 給 額 

Ａ ３００，０００円

Ｂ ２５０，０００円

Ｃ ２００，０００円

Ｄ １５０，０００円

Ｅ １００，０００円

Ｆ ５０，０００円

Ｇ ４０，０００円

Ｈ ３０，０００円

Ｉ ２０，０００円

Ｊ １０，０００円
 

 

（支給額等） 
第３条 拠点等の長は、当該拠点等の定める委員会に

おいて個々の教員の研究の業績、推進状況等につい

て審議した結果を参考にして、拠点手当の額を１万

円から３０万円までの範囲で１万円単位の額に決定

することができる。拠点手当の額が決定された教員

に対しては、決定日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）からその

額を支給する。 
 

（支給調書） 
第５条 拠点手当を支給するに当たっては、教員別に、

採用、昇任又は配置換等の日、第３条の教員となっ

た日、評価委員会の開催日、決定日、支給額、支給終

了日その他必要事項を記載した支給調書を作成し、

保管するものとする。 
 

附 則（令和５年９月総長裁定） 

この細則は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

（削 除） 

 


